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　規模の大小を問わず、どのような災害であれ、被害を最小限にとどめるためには「地

域」の対応が極めて重要なキメ手になります。その地域の自然的社会的な状況に応じ、

地域の皆さんの総力結集の協力体制により必要な対応がされるかどうかが重要であり、

それには発災時だけでなく、日頃からの地域の人的なつながり、防災学習や訓練の実行

も大事です。「防災」の最も重要な原点は「地域」の対応と申しあげてよいでしょう。

　平成25年12月制定の「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」は、

消防団の強化とともに、地域のさまざまな人たちの総参加による地域防災力の強化を推

進するものであり、これまでにない画期的な法律です。我が国の防災対策の歴史の中で

も大変重要な意味をもっています。このような法律が制定された今、この法律の趣旨を

実現するため、地域防災の重要性を幅広く一般の方々にご理解頂きながら、防災関係者

が連携協力していくことが重要です。

　地域防災に関する総合情報誌「地域防災」のこのたびの創刊は、関係の皆さんのその

ような思いの中から生まれました。日本防火・防災協会が刊行する形ですが、総務省消

防庁、内閣府はもとより、日本消防協会、全国消防長会など直接消防防災に関係する団

体、地域にあって中心的な役割を担って頂く地方公共団体関係団体（全国知事会、全国

市長会、全国町村会）、さらには、防災に関する有識者の方々など、まことに幅広い皆

様のご協力があってこそ、はじめて実現できたものです。内容は、国、地方公共団体の

施策動向、有識者のご意見、全国各地のさまざまなお立場の皆さんの具体的な活動な

ど、まさに「総合的」であり、多岐にわたります。こうして、この一冊で防災関係者に

とっては関係情報が一覧できるものとなることをめざします。同時に、これが多くの一

般の方々の眼に触れることによって、一般の皆さんにも地域における防災活動へのご関

心やその重要性へのご認識を頂き、参加してみようと思って頂く契機にしたいと思いま

す。

　最近の災害の状況では、全国、いつでも、どこでも、何でもある位の覚悟をしていな

ければならなくなりました。この「地域防災」は、何とか創刊しましたが、スタートは

毎月ではなく隔月刊行とせざるを得ない状況です。しかし、関係者一同努力して、どの

ようなことがあっても、被害を最小限にとどめ、生命を守ることができるような「地

域」を原点とする消防防災体制を築くために、いささかでも貢献することができるよう

にしたいと考えております。ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

日本防火・防災協会一般財団法人

秋本  敏文会　長

「防災」の原点は「地域」
－「地域防災」創刊に当たって－
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　「地域防災」のご創刊、誠におめでとうございます。　　

　未曾有の被害をもたらした東日本大震災から４年余が経過しましたが、その後も各地

で地震、台風、竜巻、豪雨、豪雪、火山噴火などによる被害が発生し、また、南海トラ

フ地震や首都直下地震などの大規模地震の発生も危惧されています。

　大規模災害が発生した時に被害の拡大を防ぐためには、先ずは、自分の身を自分で守

ること（自助）が大切です。次に、地域や近隣の人々が互いに協力し合いながら防災・

救助活動に取り組むこと（共助）が重要です。そして、それらを補完するのが国や地方

自治体の対応（公助）です。「自助」「共助」「公助」が有機的につながることによ

り、地域防災力が発揮され被害の軽減が図られます。

　平成23年３月に発生した東日本大震災においては、日頃の防災教育の成果によって小

中学生のほとんどが津波から避難をして助かった事例、地域住民により倒壊した家屋か

ら助け出された事例などが見られました。また、昨年11月に発生した長野県北部を震源

とする地震では、深夜の発生にも関わらず、消防団と自主防災組織が連携した救助活動

等により、一人の犠牲者も出すことなく、人的被害が最小限に食い止められました。こ

れらの事例から、地域防災力の重要性が再認識されることとなりました。

　私は、国民の生命と財産を守ることが「国家の究極の使命」であると考えておりま

す。地域防災力の充実強化を図るために、防災知識の普及啓発の推進はもちろんのこ

と、消防団、自主防災組織、女性（婦人）防火クラブ、少年消防クラブ等の地域防災の

担い手を引き続き応援してまいります。

　この新たに発刊された情報誌「地域防災」を手に取られた皆様が、各地域の先進的な

事例に触れ、地域防災力の充実強化に対する思いを新たにされ、ご家族やご友人にもお

伝え下さることにより、大切な命を守れる安全な地域づくりが実現することを期待して

おります。

情報誌「地域防災」の創刊に寄せて

高市 早苗総務大臣
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　この度、一般財団法人日本防火・防災協会が地域防災に関する総合情報誌『地域防災』

を創刊されますことを、心からお祝い申し上げます。

　我が国は、その地理的条件などから自然災害が発生しやすく、昨年も広島市における

土砂災害や御嶽山の噴火等、多くの様々な災害に見舞われました。

　大地震や豪雨などの自然現象そのものを人間の力でコントロールすることはできませ

ん。さらに災害は頻発化・甚大化しています。しかし、災害による被害は、日頃からの

備えや地域での助け合いにより軽減することが可能です。

　昨年11月に発生した長野県北部を震源とする地震においても、日頃の防災訓練の経験

を活かし、建物の下敷きになった方々の救出が地域住民自らの手で行われました。全壊

家屋は50棟にも上りましたが、毎年更新している「災害時住民支え合いマップ」、家庭

にある車のジャッキやチェーンソーなど、これらを用いた地域での助け合いの結果、亡

くなられた方はいませんでした。

　災害による「被害の最小化」のためには、行政による公助だけではなく、「自分の身

は自分で守る」という自助意識の醸成や、地域における助け合い等の共助、すなわち地

域防災力の強化が不可欠です。

　平成７年１月の阪神・淡路大震災でも、倒壊した建物から救出され生き延びることが

できた人の約８割が、家族や近所の住民等によって助け出されたことが明らかになって

おります。

　政府においては、こうした過去の災害から得た教訓の伝承と発信、住民等による自発

的な防災活動に関する「地区防災計画」の作成支援、安政南海地震による津波から紀州

の醤油商・濱口梧陵が村民を救った11月５日「津波防災の日」等の記念日にあわせた避

難訓練やイベントなどによって、地域防災力の向上を促しています。

　また、地方公共団体をはじめ、自主防災組織や消防団、防災ボランティア等、多様な

方々が、地域に根差した防災活動や研修会等を実践していると聞いております。

　そのような取組の状況を含む様々な情報が、この『地域防災』を通じて発信され、防

災に関心のある多くの方々に共有されることは大変有意義なことです。そして、その情

報が活かされ、各地域の防災力がより一層強化されていくことを期待しております。

　末尾ながら、『地域防災』の発行にあたり関係各位に改めてお祝いを申し上げ、本誌

の発展を祈念して、創刊に寄せる言葉といたします。

情報誌「地域防災」の創刊に寄せて

山谷 えり子内閣府特命担当大臣
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グラビア

阪神・淡路大震災から20年阪神・淡路大震災から20年

　阪神・淡路大震災から20年を迎えた１月17日、兵庫県公館で行われた追悼式典に天皇皇后両陛下がご臨席さ
れ、白菊を手向けられた。

　神戸市東遊園地で行われた「阪神・淡路大震災１.17のつどい」には10万1,000人が参加し、竹灯篭１万本が
並べられ犠牲者の冥福を祈った。

　約630ｍにわたって横倒しとなった
阪神高速３号神戸線
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東日本大震災から４年東日本大震災から４年

グラビア

　東日本大震災から４年目を迎えた３月11日、東京の国立劇場で天皇皇后両陛下ご臨席のもと追悼式が厳粛に
行われた。政府は来年から３月11日を「東日本大震災の日」とすると定めた。

　奇跡の一本松（岩手県陸前高田市）
　約７万本とも言われる松が繁っていた高田松原にて、震
災による津波被害により唯一残り、保存された一本の松。

　岩手県大槌町役場旧庁舎にて犠牲になった
上司、同僚に祈りをささげた。

　津波による、宮城県亘理町の惨状

【写真提供／内閣府】 【写真提供／内閣府】
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論　説

「地区防災」のすすめ

モナカの理論

　お菓子の「モナカ」は、皮(かわ)と餡(あん)で出来ています。私たちの住んでいる街

や村もモナカと同じで、皮と餡で構成されています。幹線道路や堤防は皮で、路地裏や

垣根は餡です。ところで、高級なお店のモナカは皮が薄い。餡が美味しいからです。三

流のお店のモナカは皮が厚い。餡が不味いからです。皮と餡は足し算の関係あるいは相

互補完の関係にあります。餡が良ければ皮は薄くていいのです。

　街や村についても同じことが言えます。餡としてのコミュニティが防災性を持ってい

ると、皮としての堤防をむりやり強固なものにする必要はありません。ところが、わが

国の多くの地域では、餡の部分が必ずしもよくない。木造密集地であったり限界集落で

あったりするからです。高齢化や過疎化が進んで、コミュニティも弱体化しています。

そこで、行政は防災対策として、皮の部分にあたる堤防やダム、幹線道路や大規模公園

の整備に力を入れています。餡の部分は私権に属するところが多く、行政がなかなか手

を出せないからです。その結果、厚化粧というか不味いモナカのような地域になってし

まっています。

　そこで、皮だけでなく餡もよくできないか、国土の強靱化だけでなくコミュニティの

強靱化もはかれないか、ということになります。幹線道路の防災だけでなく、路地裏の

防災にも取り組んでいかなければならないのです。このことを、私たちに気付かせてく

れたのが、20年前の阪神・淡路大震災だったのです。

地区防災の必要性

　このコミュニティベースの防災が「地区防災」です。皮と餡を合わせた部分を「地域」、

その中の餡の部分を「地区」と区別し、餡の部分の防災を地区防災あるいはコミュニ

ティ防災と呼んでいます。ところで、地区防災を進めようとするときには、その必要性

と方向性をみんなで共有しておかねばなりません。そこでここでは、地区防災の必要性

を、改めて確認しておきます。その必要性は、自衛性、連帯性、即応性、即地性、自律

性、監視性といったキーワードで説明できます。

　自衛性と連帯性は、公助を互助や共助で補完することの大切さを教えています。大災

害になると、警察や消防といった公的なサービスはコミュニティに届きません。火災が

起きても常備消防がすぐには来てくれない、生き埋めになっても救急隊がすぐには来て

くれないのです。そこで、｢地区の連帯力で地区を自衛する｣ことが、大災害時には余儀

なくされるのです。

消防審議会 会長 室﨑　益輝
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　即応性と即地性は、危急時における初動対応の行動原則を教えています。「ファースト

エイド」という言葉があるように、すぐ近くにいる人が手を差し伸べる、地域をよく

知っている人が手を差し出すことが、初動対応では欠かせません。阪神・淡路大震災の

時に、未然に大火を防いだのは、コミュニティの初期消火でした。生き埋めになった人

を助け出したのは、どこに誰が住んでいるかを知っていた地区の隣人でした。

　自律性と監視性は、事前防備や事前減災の力がコミュニティにあることを教えていま

す。身の回りの危険な環境や行動を発見して、その解消を速やかにはかるのは、災害予

防や事前減災の基本です。それには、コミュニティが自律や監視の機能を発揮しなけれ

ばなりません。違法駐車をチェックする、路上に積もった雪かきをする、ゴミ出しルー

ルを守るといったことを、生活文化として定着することがコミュニティに求められてい

るのです。

地区防災の方向性

　それでは、どのような形で取り組めば安全にできるかを考えてみましょう。その答え

は、「人間の足し算」と「時間の足し算」にあります。皆で力を合わせ、日頃から継続

的に、できることを積み重ねて、減災につなげるのです。

　人間の足し算というのは、協働や連携という言葉で説明できます。運命共同体として

立場や利害を超えて、命を守るために一つになることが求められます。また、得意技を

持ちよって、災害に対抗する力を大きくしなければなりません。地区の中には、消防団

や民生委員はもとより、建築士や看護師あるいは無線士などの資格や技能を持った人が

います。地区の歴史を知っている人も地区の住民をよく知っている人もいます。こうし

た力を一つにして、｢みんなで防災｣を実現するのです。

　この人間の足し算に関わって、パートナーシップとリーダーシップの大切さを強調し

ておきます。パートナーシップというのは、地域にある多様な組織が信頼関係に基づい

て対等の関係で連携することをいいます。学校や企業さらにはNPOとの連携も大切です。

リーダーシップでは、地域を知り防災を知ったリーダーが率先して地区防災に取り組む

ことが必要です。「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が定めら

れたのは、このパートナーシップとリーダーシップの正しい運用を求めてのことでし

た。

　時間の足し算では、事前の日常的な取り組みの重要性を強調しておきます。事前の取

り組みでは、地区の危険性を知る、減災の計画を立てる、具体的な行動に移す、その行

動を検証するといった「減災のサイクル」に、地区をあげて取り組まなければなりませ

ん。危険を知るためには街歩きをしてマップを作る、計画を作るためにはワークショッ

プで知恵を出し合う、行動の具体化としては訓練を繰り返すのです。

　この時間の足し算に関わって、「地区防災計画」という手づくりの計画をコミュニ

ティ単位でつくる重要性を強調しておきます。地区の実情に応じて、地区の資源を生か

して、ユニークな防災に取り組むことが、欠かせないからです。災害対策基本法が改正

されて、「地区防災計画」の策定が盛り込まれたのも、地域密着型で事前減災型の取り

組みが「国難の時代」といわれる現代には欠かせないからです。
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はじめに

　消防庁においては、平成25年12月に成立

した「消防団を中核とした地域防災力の充

実強化に関する法律」や平成26年７月の第

27次消防審議会中間答申などの趣旨を踏ま

え、平成27年度も全力を挙げて消防団を中

核とした地域防災力の充実強化に係る施策

を推進することとしています。以下、地域

防災施策のうち主なものを御紹介します。

なお、平成27年度に実施するものについて

の記述は、平成27年度の国の当初予算が成

立することが前提になりますので申し添え

ます。
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　昨年８月、（公財)日本消防協会の主催で、

消防防災関係者のみならず、各界各層から

1,000人を超える皆さんの参加を得て、消防

団を中核とした地域防災力充実強化大会が

開催されたところですが、この取組を一過

性のものとせず、同様の取組を全国各地に

展開することで、地域防災力の輪を益々

地域防災力充実強化大会4

消防団の充実強化

　消防団への加入促進については、平成27

年度消防庁予算（案）では女性や若者をは

じめとする消防団加入促進モデル事業を実

施することとしています。当事業は、地方

公共団体が実施する女性、大学生等の加入

促進等の事業などの中から他の地域のモデ

ルとなるような取組を委託調査事業として

採択・実施することとしており、0.5億円を

計上しています。

　併せて、救助資機材を搭載した消防ポン

プ自動車を消防庁より無償貸付けし、訓練

を実施することとしており、平成26年度消

防庁補正予算においては市町村分（消防団

用）として100台程度（15億円）、平成27年

度消防庁予算（案）においては都道府県等

分（消防学校用）として18台（3.6億円）の

無償貸付けを実施することとしています。
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消防団と自主防災組織等の
連携等による地域防災力の向上
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　平成27年度消防庁予算（案）において

は、平成26年度に引き続き地域防災リー

ダー育成事業として、大規模災害に備え、

自主防災組織の教育訓練において消防団が

指導的な役割を担っているモデル的な取組

について、その成果を全国に還元すること

等のため、市町村（自主防災組織用）への

資機材の無償貸付けを行うこととしてお

り、0.5億円を計上しています。

　貸付けを行う資機材については、消防庁

が作成した「消防団員のための教育用教材

（平成26年12月）」において、消防団員が

住民に地域防災指導訓練を行う際の指導の

ポイントを示している消火用資機材（軽可

搬ポンプ、スタンドパイプ）や救助用資機

材（救助工具等）などを予定しており、１

団体当たり合計80万円程度のものを想定し

ています。

　なお、具体的な貸付市町村の選定におい

ては、原則として各都道府県１団体とし、

十分な訓練を実施する団体を選定すること

としています。

平成２７年度消防庁地域防災関係施策の概要
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